
熊本市物品電子入札説明会の開催について 
 

本市では現在、建設工事等を対象に電子入札を実施しておりますが、物品購入等においても

平成１９年度６月下旬から一部業種において電子入札を導入し、以後段階的に対象業種を拡大

する予定としています。 

つきましては、物品の電子入札に関する説明会を開催いたしますのでお知らせいたします。 

 

１．対象者 

  平成１９・２０年度熊本市物品競争入札（見積）参加資格に係る「被服・繊維製品類」及び「車

両・船舶・航空機類」の業種に登録されている業者の方。 

 

２．電子入札対象案件 

  物品購入については、８０万円を超えるもの、修理については、５０万円を超えるもの。 

 

３．日時及び会場 

（１）日時   

○平成１９年５月２８日（月） 午前１０時から   

     対象者 ： 「被服・繊維製品類」に登録されている業者の方 

   ○平成１９年５月２９日（火） 午前１０時から 

     対象者 ： 「車両・船舶・航空機類」に登録されている業者の方（あ行～さ行） 

   ○平成１９年５月３１日（木） 午前１０時から  

     対象者 ： 「車両・船舶・航空機類」に登録されている業者の方（た行～最後） 

 

※ 説明会会場は収容人数に限りがございますので、出来るだけ指定された日時に、各

社２名までのご来場をお願いします。 

 

（２）会場  熊本市役所別館 自転車駐車場８階 会議室 

 

 



４．説明内容 

（１）熊本市の物品電子入札システム導入について 

（２）物品電子入札に対応するための準備 

（３）熊本市物品電子入札システムの操作方法 

 

５．その他  

（１）参加費は無料です。 

（２）ご来場の際には、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

（３）当日の受付は、説明会開始の３０分前から行います。 

 

 

〒860-8601 

熊本市手取本町１番１号 （熊本市役所別館 自転車駐車場５階） 

熊本市 総務局 契約検査室 物品契約班  

  電話番号（直通）  ０９６－３２８－２１３７ 

  ＦＡＸ番号       ０９６－３５９－７６８９ 

お問い合わせ先 


